
 
                                                  京都市消防局訓令乙第２５号       

各 部              

消 防 学 校 

                                                 各 消 防 署 

京都市消防局災害活動組織の編成及び運用に関する規程の一部を次のように改正す 

る。 

  平成２８年３月３１日 

                                京都市消防局長 杉 本 栄 一 

 第８条中「第２項」を削る。 

 第１０条第１項中「増強警防態勢」を「対策会議は，増強警防態勢」に，「おいて」を「開

催し」に改める。 

 第１１条第１項中「及び」の右に「局警防本部の」を加える。  

 第１２条本文中「（災害活動における事故をいう。）」を削る。           

 第１４条表以外の部分中「班長」を「局警防本部の班長」に改める。 

第１８条中「班」を「署警防本部の班」に改める。 

第１９条本文中「班長」を「署警防本部の班長」に改め，同条の表区災害対策本部班の

項中「警防課長」の右に「（警防班長兼務）」を加える。 

第２１条を削る。 

第２０条中「消防吏員」を「消防職員（以下「職員」という。）」に改め，同条を第２１

条とし，第１９条の次に次の１条を加える。 

（署本部長以外の者による署警防本部の任務統括）  

 第２０条 警防班長は，平常警防態勢において署警防本部の任務を統括する。この場合

において，毎日勤務の職員の勤務時間外及び休日並びに警防班長に事故があるときは，

当務の指揮隊長が当該任務を代行する。 

第２７条第２項ただし書以外の部分中「されたときは，」の右に「消防署に」を加え，

同項を同条第４項とし，同条第３項を次のように改める。 

３ 局本部長は，増強警防態勢を発令したときは，消防本部に部隊増強基準に示す数の特

設隊を編成し，配置するものとする。ただし，必要があると認めるときは，部隊増強基

準によることなく，局本部員をもって特設隊を編成し，配置することができる。 

 第２７条第１項の次に次の１項を加える。 



 
２ 局本部長及び署本部長は，警防活動上必要があると認める場合（署本部長にあっては，

別に定める場合に限る。）は，特設隊を編成し，配置することができる（次項及び第４

項の規定により特設隊を編成し，配置する場合を除く。）。 

 別表第１ １備考中「消防職員（以下「職員」という。）」を「職員」に改め，同表２局

警防本部の項を次のように改める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１ ４部隊の項中「５２隊」を「４８隊」に改め，同表備考中「全員」の右に「（非

常勤嘱託員については，必要があると認める者。）」を加える。  

 別表第２司令部の項中「画像」を「画像等の」に， 
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  毎日勤務の職員の勤務時間外における市災害警戒本部の事務の

うち，次に掲げる事項に関すること。 

 (ア) 各局への情報伝達 

 (イ) 被害情報の収集及び京都府への報告 

 (ウ) 報道機関等に対する対応 

 (エ) 行財政局防災危機管理室職員に対する連絡 

  他都市消防応援部隊との連絡及び調整に関すること。 

  緊急消防援助隊等との連絡及び調整に関すること（救急活動に関

することを除く。）。 

  緊急消防援助隊等のうち，航空部隊の受入，作戦計画の樹立及び

運用に関すること。 

  緊急消防援助隊等（航空部隊に限る。）の受入れ及び運用調整に

関すること。 

  他都市消防応援部隊との連絡及び調整に関すること。    

  緊急消防援助隊等との連絡及び調整に関すること（救急活動に関

することに限る。）。 
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表市災害対策本部班の項中 

 

 

 

 

 

 

備考として次のように加える。 

  災害活動組織の運用を支援するための情報の集約及び必要情報

の提供準備等に関すること。 

  市災害対策本部との連携に関すること。         

  市災害対策本部との連携（連絡及び調整に関する本部室班の支

援を含む。）に関すること。 

  情報連絡員（リエゾン）及び本部事務局員の派遣に関すること。 
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備考 司令部長（第１号警防態勢に限る。）又は局本部長は，必要があると認める場合は， 

各班に左欄に掲げる区分に応じた右欄に掲げる任務以外の任務を臨時的に行わせるこ

とができる。 

別表第３支援班の項中「他都市消防応援部隊」を「緊急消防援助隊等」に改め，同表区

災害対策本部班の項中 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

  区災害対策本部との連携に関すること。 

  区災害対策本部との連携に関すること。 

  情報連絡員（リエゾン）の派遣に関すること。 
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                              に，「５２」を「４８」 

に，「１７１」を「１６７」に，「１７６」を「１７２」に改め，同表備考中「局警防本部」

を「消防本部」に改める。 

   附 則 

 この訓令は，平成２８年４月１日から施行する。   

（消防局警防部警防計画課）      
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